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　本誌読者の皆様はじめ関係者の皆様には、
日頃から漁業共済制度の運営に多大な御理解
と御協力をいただいているところであり、改
めてこの場をお借りして感謝申し上げます。
我が国の漁業を取り巻く状況
は、昨今の海洋環境の激変に加
え、大規模な赤潮や台風など自
然災害が頻発するなど厳しさが
増しており、不漁や自然災害な
ど様々な事象による損失を補塡
し経営を下支えする漁業共済制
度の重要性はますます高まって
います。このため、漁業共済へ
の加入は高水準を維持してお
り、令和７年３月末における加

入率は生産金額ベースで76%（図１）となっ
ているところです。今後とも漁業共済制度に
多くの漁業者の皆様に加入いただき、万一の
備えとなるよう尽力してまいります。

1 はじめに

　漁業共済制度については、令和７年４月に
成立した「漁業災害補償法の一部を改正する
法律」が令和８年４月に施行され、①漁業種類
ごとに共済契約を締結する現行の方式に加
え、２つ以上の漁業種類を一括して対象とす
る契約を締結することができる方式の創設、
②共済の対象となっていない漁業種類であっ
ても、共済の対象となっている他の漁業種類
と併せて副業的に営まれるものについて、共
済の対象とする特約の追加、③養殖共済にお

いて、契約全体での損害状況に応じて支払う
現行の方式に加えて、網いけす等の養殖施設
ごとの損害状況に応じた共済金を支払う特約
の追加など、新たな制度の運用を開始してい
ます。
　また、同様に令和８年４月１日から、これま
でうなぎ養殖業のみが共済対象となっていた
陸上養殖業について、生産量が最も大きいヒ
ラメを新たに共済対象に追加しました。

3 漁業共済制度をめぐる状況について

　現行の水産基本計画（令和４年３月25日閣
議決定）においては、漁業共済制度について、
自然災害や水産物の需給変動といった漁業経
営上のリスクに対応して漁業の再生産を確保
し、漁業経営の安定を図る重要な役割を果た
しており、今後、漁業者ニーズへの対応や国に
よる再保険の適切な運用等を通じて、事業収

支の改善を図りつつ、持続的かつ安定的な制
度運営を確保することとされています。今後
とも漁業共済制度が全国の漁業経営のセーフ
ティネットとなるよう努めてまいりますの
で、引き続き皆様方の御理解と御協力を賜り
ますようお願いいたします。

４ おわりに

　漁業共済においては、各県の漁業共済組合
が地域の漁業者から共済契約を引き受けるこ
とにより地域における危険分散を行うと同時
に、全国団体である全国漁業共済組合連合会
（漁済連）が各漁業共済組合との間で再共済契
約をすることで全国的な危険分散を図ってい
ます。さらに、異常災害など巨額の損失に対応
するため、漁業共済保険事業として、国が漁済
連との間で保険契約を引き受ける仕組みと
なっており、漁済連から国に支払われる毎年

の保険料は、特別会計（食料安定供給特別会計
における漁業共済保険勘定）において経理さ
れています。
　また、農林漁業信用基金では、漁業収入が減
少した漁業者への共済金の円滑な支払を維持
するため、各漁業共済組合及び漁済連に対し
て、共済金及び再共済金の支払財源となる資
金の貸付けを行う漁業災害補償関係業務を実
施いただいています。
　国による漁業共済保険事業では、近年の海
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洋環境の変化に伴う構造的な不漁に加え、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に
より共済金の支払が増加した結果（図２）、令
和２年度から漁業者の皆様に支払われる共済
金の原資となる保険金の財源が足りない状況
が続いています。このため、国が本来支払うべ
き保険金の不足分を農林漁業信用基金から漁
済連に貸付けを行っていただいています。国
が支払う保険金の支
払は、令和４年度以降
減少傾向にありまし
たが、令和７年度は北
海道でのサケの不漁
等の影響により保険
金の支払額が増加し
ていることなどか
ら、依然として、保険
金の未払いが続き、
農林漁業信用基金か

らの御支援をいただいています。このように、
農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務
は、漁業者への共済金の支払が滞ることのな
いよう、漁業共済制度全体の最後の命綱とし
て極めて重要な役割を果たしていただいてい
るところであり、水産庁としても、大変心強く
思っています。

図１：３共済の加入率の推移（生産金額ベース）

図２：漁業共済の共済金額と支払共済金の推移
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